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宇
部
市
水
道
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
程 

令
和
四
年
四
月
一
日 

水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
十
三
号 

沿
革 

令
和 

 

五
年 

三
月 

二
十
日 

管
理
規
程
第 

 

七
号 

第 

一
次
改
正 

 
 
 

令
和 

 

六
年 

二
月
二
十
八
日 

管
理
規
程
第 

 

二
号 

第 

二
次
改
正 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第
七
十
三

号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
及
び
支
給
額
） 

第
二
条 

特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
、
支
給
額
及
び
支
給
を
受
け
る
職
員
の
範
囲
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
副
課
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
に
あ
る
者
に
は
、
特
殊
勤
務
手
当
（
派
遣
手
当

を
除
く
。
）
を
支
給
し
な
い
。 

（
支
給
の
方
法
） 

第
三
条 

日
額
に
よ
り
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当
は
、
そ
の
月
分
を
翌
月
の
給
料
支
給
日
ま
で
に
支
給
す

る
。 

 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
調
整
） 

第
四
条 

日
額
に
よ
り
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当
は
、
各
日
額
に
特
殊
勤
務
手
当
を
受
け
る
業
務
に
従
事

し
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

特
殊
勤
務
手
当
（
特
別
出
勤
手
当
を
除
く
。
）
は
、
一
の
日
に
お
い
て
二
以
上
の
特
殊
勤
務
手
当
に
係

る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
も
重
複
し
て
支
給
せ
ず
、
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当
は
、
当
該
特

殊
勤
務
手
当
の
う
ち
最
高
の
額
の
特
殊
勤
務
手
当
と
す
る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
勤
務
状
況
の
報
告
） 

第
五
条 

所
属
長
は
、
所
属
職
員
の
う
ち
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
毎
月
の
特
殊
勤
務
手
当

を
受
け
る
業
務
に
従
事
し
た
勤
務
状
況
を
、
給
与
担
当
課
長
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
宇
部
市
上
下
水
道
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
上
下
水
道
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
管
理
規
程
第
三
十
五

号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
程
は
、
施
行
の
日
以
後
の
勤
務
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
勤
務
に
対
す
る
特
殊
勤
務
手
当
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
交
替
勤
務
に
係
る
特
例
措
置
） 

３ 

令
和
五
年
四
月
一
日
午
前
零
時
か
ら
八
時
四
十
五
分
ま
で
の
交
替
勤
務
に
対
す
る
特
殊
勤
務
手
当
の
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適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
第
二
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                                  

別表（第二条関係）

　　　一部改正（令和5年3月20日）

1
 酸素欠乏症又は硫化水素中毒のおそれがある貯水槽・マンホー
 ル・開渠・暗渠での呼吸器等の安全器具を使用の上で行う点検
 ・補修業務及び工事検査等に従事した職員

2
 工事現場等の組足場、その他足場の不安定な地上10メートル以
 上の高所等において作業（監督、検査及び立会いを含む。）に
 従事した職員

3
 高圧近接作業、低圧近接作業若しくは低圧活線作業又は高圧若
 しくは低圧開閉器操作作業等点検業務に従事した職員

4
 毒物及び劇物取締法第二条に規定する毒物又は劇物を使用する
 職員及びその他有害物質が発生すると管理者が認める作業に従
 事した職員

5
 交通を遮断することなく、警備員の配置を伴わず、交通量が多
 く危険であると管理者が認める車道上において点検業務・操作
 業務・補修業務に従事した職員

6

 大雨警報、暴風警報、洪水警報又は低温注意報が発令され、当
 該警報等の要因となる自然条件が劣悪な場合及び震度5弱以上
 の地震が発生し、余震が頻発な場合における外勤作業に従事し
 た職員

 収納業務手当  日額 350円

 用地交渉業務
 手当

 日額 500円

 交替勤務手当
 1勤務
 当たり

1,700円

 特別出勤手当
 1回に
 つき

1,500円

 派遣手当  日額 1,000円

 22時から翌日の5時まで浄水施設の操作運転業務に従事した職員

 勤務時間外及び休日に発生した公務により緊急呼出しを受けた職員
 及び休日において自宅待機を命ぜられた職員

 災害復旧等で本市以外の公共団体等に派遣され業務に従事した職員
 のうち、住居を離れて派遣された区域に滞在することを要した職員

特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲 特殊勤務手当の額

 特別危険作業
 手当

 日額 350円

 停水業務及び現場において水道使用者と直接折衝により水道料金等
 の収納指導に従事した職員

 特殊勤務手当
 の種類

 庁外において、公共用地等の取得又は補償のため、当該権利者と直
 接面接して折衝業務に従事した職員


